
 

    多摩市立南鶴牧小学校 学校だより 令和３年度 第４号 令和３年７月２４日 

たいさんぼく 
 

 
平和の祭典について考える       校 長   森  信行 

 
令和３年度がスタートしてから約４か月。夏季休業期間が始まろうとしています。  

昨年度から継続してコロナ禍への対応を第一に考えて、教育活動を進めてまいりました。 

１時間ごとに分散して行った学校公開や、当該学年の入れ替え制による運動会等では、

学校の感染対策にご理解をいただきながら、保護者の皆様のご協力のもと、無事開催する

ことができました。運動会においてはアンケートによるご意見も多数いただきました。そ

れらを基に今後の行事や次年度の行事運営について、検討していきたいと思います。  

ここ最近で社会と学校をつなぐキーワードを探すとするならば、コロナ禍とオリンピッ

ク・パラリンピック観戦が挙げられます。  

学校連携観戦については、テレビ等でも連日報道され、多摩市以外の地域では早々に観

戦を実施しない決定をした自治体もありました。本校でも多摩市教育委員会と連携しなが

ら、父母と教職員の会や学校運営協議会の代表の方々からご意見をいただき、校内での検

討も重ねてきました。学校としては、交通経路での感染対策、「約２００名の児童が他の

乗客との接触を最小限にできるか、都内の大きなターミナル駅構内でも同様にできるか」

等や、梅雨明け後の高温多湿な気候の中を電車移動することによる熱中症へのリスクも含

めて検討し、児童の安全を確保することの困難さについて何度も考えました。その後、多

摩市としての発表と大会主催者からの「（一部を除く）無観客開催」発表がほぼ同時に出

され、本校としては市の方針に沿う結果になりました。  

世界中のアスリートが集まる大イベントを実際に見ることができる、という機会は消え

てしまいましたが、子供たちにはテレビ等でオリンピック・パラリンピックにどんどん触

れてほしいと思います。  

古代オリンピックが紀元前７７６年頃に、戦争と疫病で苦しんでいたギリシャの人々に

よって、「戦争をやめて競技祭」を行うためにオリンピアの地で発祥したことは多くの方々

がご存知だと思います。オリンピックが行われている間は、戦争をしてはいけない、武器

をとってはいけないという決まりまで設けられたそうです。このような理念を受け継ぎ、

フランスの教育者クーベルタン氏が提唱したのが１８６９年に始まった近代オリンピッ

クです。第１回大会は普仏戦争後に行われました。オリンピック憲章には、人間の尊厳の

保持と平和な社会の推進にスポーツを役立てる（概略）と記されています。今回の大会に

も平和への理念を掲げて参加している国があります。群馬県前橋市で合宿をしている南ス

ーダン国は２０１１年にスーダンから独立した世界で最も新しい国です。しかし、その後

も国内の争いが絶えず、国民の３分の１に当たる４００万人が難民・国内避難民になって

います。同国のパラリンピック陸上男子１００ｍ走に出場するクティヤン・マイケル・マ

チーク・ティン選手は、「祖国の人々、また障がいのあるすべての人々の希望になりたい

と思っています。」、とインタビューで語っていました。また、コーチを務めるジョセフ氏

は、「共に平和に生きましょう。子供たちが自由に生きられる世界をつくりましょう。」と

日本の報道陣へ呼びかけていました。  

このように、オリンピック・パラリンピックにはアスリート同士の勝負に歓喜できるこ

との他にも、様々な国からの平和へのメッセージを受け取ることができます。そして、世

界は多様であることと、平和について真剣に考えている人々が私たちの想像以上にたくさ

んいることを教えてくれます。  

夏季休業期間は、家庭での学習と共に、スポーツから様々なことを学んでみてはいかが

でしょうか。  

HP http://schit.net/tama/esminamitsurumaki/  E-mail daihyo-minamiturumaki-sho＠city.tama.ed.jp 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通知表について  研究部 通知表担当 主任教諭 
 

９月１８日の終業式の日に、前期の通知表「あゆみ」を子供たち 

に渡します。１年生にとっては、入学後初めての通知表になります。 

本校では、昨年度から新学習指導要領の実施に合わせ、評価の観 

点をそれ以前のものから一新し、全学年全教科で「知識・技能」 

「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の３項目に 

統一しました。それぞれの項目でどのようなことを評価するのかと 

いう具体的な内容につきましては、「評価基準」という形で説明し 

たものを前期の通知表「あゆみ」と一緒にお渡しします。 

通知表は、一人ひとりの学習の成果を表したものです。低学年は 

２段階、中・高学年は３段階で評価しますが、教師はＢ評価「でき 

る」を目指して授業を行っています。ぜひ、お子さんの「できるよ 

うになったこと」に目を向けて、通知表をご覧ください。 

今学期も感染症対策のため、様々な制限のある中で学習を行って 

きました。そういう中で学校活を送った子供たちの頑張りを認め、 

大いに褒めてあげてください。また、「できる」に届かなかった部分 

については、一緒に復習したり、取り組み方のアドバイスをしたり 

して、励ましてあげてください。 

得意なところを伸ばし、苦手なところを克服できるような声掛 

けを、よろしくお願いいたします。 

 

 

一人１台端末になりました 教務部 情報ＩＣＴ担当 主任教諭  
 

本年度より GIGA スクール構想の実現に向けて一人１台の端末（i-Pad）が配備されました。（以下、

タブレットと置き換えます。）これにより、児童一人一人が文房具の１つとしてタブレットを好きな

ときに・自分なりの方法で活用することが可能となりました。 

各教室ではカメラ機能を使って植物や天気の観察をしたり、ドリル機能を使ってワークをしたり、

プレゼンテーション作りをして発表したり、データのやり取りをして考えを共有するために利用し

たりしています。児童は教員が教えた方法の他にも様々な活用方法に気付き、自分なりに工夫をし

ながら効果的に使用し、学んでいる姿が多く見られます。 

 しかしながらその一方で、使用上のルールを守らない児童の姿も 

多く見られます。許可を得ずに動画を見る、友達の写真を撮る、学 

習に必要のないものを検索する、アプリケーションを並び替える、 

壁紙を変える、他人のタブレットを無断で操作するなど、例を挙げ 

たら切りがないほどです。使用上のルールについては各教室に掲示 

してあります。教員側でも繰り返し声かけを行いますが、ご家庭で 

も改めてタブレットやスマートフォン等の使用や SNS の利用につい 

ての約束をご確認ください。 

 

 

夏季休業中の読書について     学校図書館司書  
 

夏季休業中の図書の貸出は１人５冊までです。また、夏季休業中８月２日（月）、１７日（火） 

９：００～１１：３０にも開館しますので、ぜひ、ご利用ください。長いお休みの間にさまざまな

体験をすることと思います。じっくりと本を読む読書体験は、新しい世界、夢のある世界などに出

合う絶好のチャンスです。字を習ったばかりの低学年の子供は、身近な大人に本を読んでもらうこ

とで物語の楽しさに気付きます。学校図書館では、少しでも子供たちが「楽しい時間を過ごす」こ

とのお手伝いができたら良いと思っております。もし、本の選書に困ったときは、多摩市立図書館

のおすすめする本「よんでみよう」をご活用ください。このリストにはそれぞれの学年におすすめ

する面白い本、感動する本、ほわっと心があたたかくなる本などが２０冊ずつ紹介されています。

こちらはホームページからもご覧いただけます。                    

           

学校図書館では、前期に青少年読書感想文全国コンクールの課題図書や教員 

からのリクエストの本など計６７冊の新刊を購入いたしました。ただいま数人 

の応募がありますが、青少年読書感想文全国コンクールへの参加もお待ちして 

おります。この夏に読んだ本の記録として挑戦してみるのも良い思い出作りに 

なると思います。 

              多摩市立図書館 QR コード→ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休みの生活について    生活指導主任 主幹教諭  
 

いよいよ待ちに待った夏休みが始まります。わくわくしている児童も多いことでしょ

う。健康・安全を第一に、計画をしっかり立て、充実した、思 

い出深い夏休みにしてほしいと思います。一方で、長い間学校 

を離れることで、生活リズムの乱れや事件・事故など、心配さ 

れることもあります。夏休みを過ごすにあたり、次の３点につ 

いて、ご家庭でも十分気を付けてください。 
 
１．「規則正しい生活」 

長い休みは、生活が乱れがちです。ＴＶやゲーム、SNS の使用などで夜遅くまで起き

ていて、次の日昼近くまで寝ているという生活は、体にとってよくありません。自由に 

時間をつかえる夏休みですが、早寝早起きを心がけ、規則正しい 

生活を送るようにさせてください。また、学習や遊び、習い事な 

ど何事も見通しをもち、計画的に進められるといいですね。一日 

のリズムを整えるために、ラジオ体操はとても有効です。８月 

２３日（月）～２６日（木）の６時半から、校庭で実施していま 

す。ぜひ、参加させてください。 
 
２．「安全」 

夏休みは「こうゆうすいか」に気を付けてください。「こう」 

は交通事故、「ゆう」は誘拐、「すい」は水の事故、「か」は花火 

などによる火事を表しています。これらの危険は子どもたちにとって、命に関わる問題

です。学校でも指導しますが、ご家庭でも十分気を付けるよう、ご配慮ください。最近

は携帯電話やインターネット、ゲーム機などのトラブルも多くなっています。いじめや

犯罪にまで発展する例もあります。各ご家庭のルールを確認し、保護者の方がしっかり

管理するようにしてください。また、万引きにもご注意ください。頭では悪いことと分 

かっていても、友達に誘われたり、強制されたりして、ついやってしま 

う例があります。万引きは犯罪であり、やってはいけないことを再度確 

認していただきたいと思います。日中、子供たちだけで過ごすご家庭も 

あると思います。もしもの時の対応や連絡方法など、夏休みの安全な生 

について、今一度、ご家庭でじっくり話し合ってください。 
 
３．「有意義な生活」 

長い休みを利用して、自分の興味のあることを調べたり体験したり、苦手なことにじ

っくり取り組むなど、日頃できないようなことに挑戦してみてください。夏休みは子ど

もたちが“社会”と関わる良い機会でもあります。社会に出たら、 

子供たちも社会を構成する一人です。この機会に、社会でのルー 

ルやマナーをしっかり学ぶことも、大切な学習になります。また 

同時に子供たちは“家族”の一員でもあります。家族の一員とし 

ての役割を与えてください。 

子供にとって安全で楽しい夏休みになるよう、ご協力のほど、 

よろしくお願いいたします。 

 
正門を閉めてください 

 
駐車場側にある正門が開いていることが多く

なっています。防犯のために門は閉めることに

なっています。施錠はしませんが正門を出入り

する場合は、必ず閉めていただきますよう、ご

協力をよろしくお願いいたします。 

 

 
Google Meet による欠席連絡 

 
今後、Google Meet による欠席連絡も受け付けま

す。8時10分までに、保護者の方が発信してくださ

い。詳しくは別紙をご覧ください。これまで通り、

連絡帳や、発熱等病気の場合は電話でも受け付け

ます。いずれも 8時10分までにご連絡ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の重点目標 
自分が大切  みんなが大切 

・あいさつをしよう ・きまりを守ろう ・協力しよう  

 

7 月 25 日(日) 夏季休業日始 

26 日(月)～28 日(水)･30 日(金) 合唱団練習 9:30 

31 日(土) 有志による芝生管理作業 8:00 

8 月 2 日(月) 学校図書館開館 9:00～11:30 

2 日(月)～4 日(水)・6 日(金) 合唱団練習 9:30 

7 日(土) 有志による芝生管理作業 8:00 

8 日(日) 山の日 

 9 日(月) 振替休業日 

10 日(火)～16 日(月) 閉庁日 

 
 

 

10 日(火) 青少協防犯パトロール 16:30 

14 日(土) 有志による芝生管理作業 8:00  

17 日(火) 学校図書館開館 9:00～11:30 

20 日(金) 合唱団練習 9:30 

20 日(金) 青少協星を見る会 19:00 大松台小 

     地区防災訓練 18:00 

21 日(土) 有志による芝生管理作業 8:00 

23 日(月)～26 日(木) ラジオ体操 6:30 

23･24･26･27 日(月･火･木･金) 合唱団練習 9:30 

28 日(土) 芝生管理作業 8:00 

(おやじの会/1 年 1 組・2 組・3 組) 

おやじの会芝生開放デー9:30 水遊び 

29 日(日) 夏季休業日終 

30 日(月) Ｂ時程 4 校時まで 児童朝会 

 わかば始 避難訓練 

     かがやきタイム(1 年) 

31 日(火) Ｂ時程 4 校時まで 

9 月 1 日(水) 給食始 安全指導日 委員会活動⑤ 

小中連携あいさつ運動  

2 日(木) かがやきタイム(1 年) 

3 日(金) クラブ活動④ 

4 日(土) 芝生管理作業 8:00 

(サッカー/3 年 1 組、6 年 1 組) 

6 日(月) 児童朝会 

7 日(火) 全校一斉朝読書 

 クラス遊び ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ勤務日 

     父母と教職員の会世話人会 10:00 

8 日(水) 保護者会(6 年)14:10 

 

9 日(木) 児童集会(音楽委員会) 

かがやきタイム(2年)始 

10 日(金) かがやきタイム(2年)終 

     クラブ活動⑤ 

青少協地区委員会 19:00 鶴牧中 

11 日(土) 芝生管理作業 9:00 

(ボーイズ/5 年 1 組、6 年 2 組) 

南鶴牧小ｸﾞﾘｰﾝﾈｯﾄﾜｰｸ委員会②10:30 

13 日(月) 児童朝会 しばちゅんたタイム(3･6 年) 

     社会科見学(5 年 3 組)JUKI 

わかば前期終 

14 日(火) 全校一斉朝読書 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ勤務日 

社会科見学(5 年 2 組)JUKI 

     しばちゅんたタイム(2・4 年) 

青少協防犯パトロール 16:30 

15 日(水) 4 校時まで 社会科見学(5 年 1 組)JUKI 

16 日(木) 児童集会(給食委員会) 

 しばちゅんたタイム(1・5 年) 

 交通安全教室(2 年) 

 小児生活習慣病健診(5 年) 

18 日(土) Ｂ時程 4 校時まで 前期終業式 

第 12 回エコスポ祭り(未定) 

19 日(日)～26 日(日) 秋季特別休業日 

(20 日敬老の日、21 日 9/18 振替、22 日 7/23 振

替、23 日秋分の日、24 日 7/24 振替) 

27 日(月) 後期始業式 身体計測(6 年) 

28 日(火) 全校一斉朝読書 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ勤務日 

     水泳指導(1～3 年、ふたば)①ｱｸｱﾌﾞﾙｰ 

     身体計測(5 年) 読書旬間始 

29 日(水) 身体計測(3 年) 

30 日(木) 4・5 年 5 校時まで 身体計測(4 年) 

遠足 3 年 保護者会(4・5 年)14:45 

10 月 1 日(金) 避難訓練 委員会活動⑥ 

身体計測(2 年) 

 4 日(月) 児童朝会 わかば後期始 

身体計測(1 年) 

     保護者会(1・2、3 年、ふたば)14:45 

7 日(木)～9 日(土) 八ヶ岳移動教室(6 年) 

夏季休業中・９月の行事予定 

有志による芝生管理作業 
 
 夏の間は暑さを避けるため、芝生管理作業を 8

時 00～9 時 00 分で行います。暑さだけでなく、

芝の伸びが大きいため交代して芝刈りをしたい

のですが、人数が足りなくてなかなか交代でき

ない状況です。学級ボランティアを中止せざる

おえない中、有志の方のお手伝いを心よりお待

ち申し上げます。 

引き続き感染症対策をしてください 
 
 非常事態宣言が続きます。引き続き、検温・健

康観察を続けてください。家庭内感染を防止する

ため、換気を十分に行い、こまめに、1 回 30 秒以

上、石けんでの手洗をしてください。マスクを着

用し、子ども同士が密接しないようにしてくださ

い。不要不急の外出、特に、他の家へ行ったり、

都県を越えたりする移動はお控えください。 

非常事態宣言等の延長等により、 

変更する可能性があります。 

 

給水しばちゅん 

緊急連絡先 

 平 日 多摩市教育委会 338-6913 

土休日 多摩市役所   338-6855 


